


一
頁

妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
女
性
労
働
者
が
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
要
綱

第
一

事
業
主
が
講
ず
べ
き
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健
康
管
理
上
の
措
置

事
業
主
が
講
ず
べ
き
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健
康
管
理
上
の
措
置
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、
次
の
内
容
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

事
業
主
は
、
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
そ
の
雇
用
す
る
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
か
ら
、
保
健
指
導
又
は
健

康
診
査
に
基
づ
き
、
当
該
女
性
労
働
者
の
作
業
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
す
る
お
そ
れ
に
関
す

る
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
医
師
等
に
よ
り
こ
れ
に
関
し
て
指
導
を

受
け
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
導
に
基
づ
き
、
作
業
の
制
限
、
出
勤
の
制
限
（
在
宅
勤
務
又
は
休
業
を

い
う
。
）
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

事
業
主
は
、
医
師
等
に
よ
る
指
導
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
が
不
明
確
で
あ
る
場
合
に
は
、
担
当
の
医
師
等
と
連
絡
を
と

り
そ
の
判
断
を
求
め
る
等
に
よ
り
、
作
業
の
制
限
、
出
勤
の
制
限
（
在
宅
勤
務
又
は
休
業
を
い
う
。
）
等
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

OYOXU
テキスト ボックス
別紙



二
頁

第
二

適
用
期
日

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。


